
要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

666 828 879 955 1,018 1,075 1,133

758 920 971 1,047 1,110 1,167 1,225

30 36 38 41 43 46 48

16 19 20 22 23 25 26

6 7 8 8 9 9 10

810 982 1,037 1,118 1,185 1,247 1,309

1割負担 832 1,009 1,065 1,149 1,217 1,281 1,345

2割負担 1,664 2,017 2,130 2,297 2,434 2,562 2,689

3割負担 2,496 3,026 3,195 3,445 3,651 3,843 4,033

1割負担 5,532 5,709 5,765 5,849 5,917 5,981 6,045

2割負担 6,364 6,717 6,830 6,997 7,134 7,262 7,389

3割負担 7,196 7,726 7,895 8,145 8,351 8,543 8,733

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

3,442 3,619 3,675 3,759 3,827 3,891 3,955

3,142 3,319 3,375 3,459 3,527 3,591 3,655

2,252 2,429 2,485 2,569 2,637 2,701 2,765

1,952 2,129 2,185 2,269 2,337 2,401 2,465

単位 処遇改善 特定処遇 1割負担 2割負担 3割負担

8 0 0 9 17 25 1食につき

184 7 4 201 401 601 片道

240 9 5 261 522 783 1日につき

120 5 3 132 263 395 1日につき

90 4 2 99 198 296 1日につき

518 20 11 564 1,128 1,692 1回につき

275 11 6 300 600 900 1日につき

緊急短期入所受入対応加算

緊急時療養費（緊急時治療管理）

総合医学管理加算

※ 自己負担合計 ＝　居住費 ＋ 食費 ＋ 利用料（円）負担割合の金額

※ 請求金額は、((所定単位＋(所定単位×0.039(処遇改善加算))+（所定単位×0.021(特定処遇改善加算))+
　(所定単位×0.008(ベースアップ等支援加算)))×10.27円×負担割合で計算されます。
　料金表の自己負担合計(1日合計)×ご利用日数とは異なりますのでご了承ください。

※ 「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方は、食費、居住費が認定証に記載の金額になります。
　 ご提示がない場合は、対象となりません。

※ 上記の料金は、基本料金ですのでご本人の状況によって別途加算されることがあります。

※ 理美容、新聞代等の自費分につきましては、別途加算されます。

20230401

利用者負担（円）
算定

療養食加算

送迎加算

個別リハビリ加算（実施日）

重度療養管理加算

自己負担合計（1日）

第3段階①（居住費：1,310円 食費：1000円）

第2段階（居住費：820円 食費：600円）

第1段階（居住費：820円 食費：300円）

≪その他の加算≫

項　　　目
単位

第3段階②（居住費：1,310円 食費：1300円）

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） 46

 ◆◇◆介護老人保健施設メープル小田原　ショートステイ　料金表◆◇◆

≪ユニット個室・超在宅強化型≫ 第4段階(居住費：2,400円　食費：朝555円 昼960円 夕785円)

単位

サービス費

・「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方　(利用料(1割負担)＋居住費＋食費)

夜勤職員配置加算 24

サービス提供体制加算 22

合計（１日）

処遇改善加算Ⅰ(3.9％)

特定処遇改善加算Ⅰ（2.1％）

合計単位

利用料(円)
(1単位：10.27円)

自己負担合計(円)
(1日合計)

介護職員等ベースアップ等支援加算(0.8％)



※ 高額介護（予防）サービス費等の支給を受けるためには申請が必要です。

  

  

　

　

　

生活保護を受けている方。

世帯全員が住民税非課税者

下記以外

1万5,000円
（個人）

2万4,600円
（世帯）

1万5,000円
（個人）

2万4600円
（世帯）

前年の「合計所得金額」と「公的年金収入額」の合計
が年間８０万円以下の方。

  介護サービスを利用すると、支給の要件を満たす方へは、その3か月後に通知と申請書が届きます。届いた

申請書に必要事項を記入し、市町村へ提出してください。申請の際には、申請書のほかに介護サービスを利用

した領収書が必要になります。一度申請するとそれ以降の申請は不要になります。(自治体によって通知時

期、申請方法が異なる場合がありますので、各担当窓口へご確認ください)

　高額介護（予防）サービス費用の支給申請は、2年以内に行わないと時効によって権限が消滅します。

　

対　象　者 要　　　件

年収１，１６０万円以上

本人または
世帯全員が住民税課税者

14万0，100円
（世帯）

9万3，000円
（世帯）

4万4，000円
（世帯）

年収７７０～１，１５９万円

年収７６９万円以下

自己負担上限額

　の合計が一定金額（下表）を超えたとき、超えた分のお金が戻ってくるという制度です。

【高額介護（予防）サービス費制度について】

　高額介護（予防）サービス費制度とは、介護保険を利用して支払った自己負担額1割(又は2割、3割)


